
17-υ  前段階 表発生 期

【地域医療体制の整備】

・ 医療体制の確保について具体的なマニュアル等を提供するなど、日本医師会等

2関係機関と調整し、者「道府県等に対し必要な助言等を行うとともに、都道府県

等の体制整備の進捗状況について定期的にフォ山一ァップを行う。響調騨響襲い
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隋巨甥鱚麟地域喜再発生期の医療の確保】

。第二段階の手寿延期地域発生期に備え、者「道府県等に対し、臭e慕毎尋■妥

以下壺要請する。■厚基勢働暮井

2_全ての医療機関に対して、医療機関の特性や規模に応 じた診療諜 継続

計画の作成を要請 し、その作成を支援すること。

入院医療を提供する事臭寺医療機関における使用可能な病床数を試算す

ること。

地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほか、公的医療機関等 (公

立病院、日赤病院、済生会病院、国立病院、国立大学附属病院t労災病

院等)で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること。

レ7-θ  ヽ政 睡 未 発 生期

入院治療が必要な新型インフルエンザの患者が増加し、医療機関の収容

能力を超えた場合に備え、公共施設等で医療を提供することについて検

討を行うこと。

地域の医療機能維持の観点から、がん医療や透析医療、産科医療筆の堂

に必要とされる医療を継続するため、原則として新型インフルエンザ2
初診患者の診療を行わない毎井幕こととする

医療機関の設

定を検討すること。

> 社会福祉施設等の入所施設において、集団感染が発生した場合の医療提

供の方法を検討すること。

,大学附属病院に対し、患者対応マニュアルを作成するなど、地域の医療機関

等と連携しながら、新型インフルエンザの発生に備えた準備を行うよう要請

する。鋼謀黎串事等■

,第二段階の地域発生
―

期においても救急機能を維持するための方策に

ついて検討を進める。また、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員

等搬送従事者のための個人防護具の備蓄を進めるよう各消防本部に要請す

るとともに、必要な支援を行うけ■削鼎串■

【ガイ ドラインの策定、研修等】

, 新型インフルエンザの診断、 トリアージを含む治療方針、院内感染対策、患

者の移送等に関するガイ ドラインの策定を行い、医療機関に周知する。条写

―
・ 都道府県等と協力し、医療従事嬰係者等に対し、国内発生を想定した研修土

訓練を行う。楽畢基券働碁■

【医療資器材の整備】

一 国及び都道府県等は、纂碁段繕の導義誕到準琳稼■必要となる医療資器材 (個

人防護具、人工呼吸器〒華翡発諄馨姜基等)をあらかじめ備蓄・整備する。都

道府県等に対し、感染症指定医療機関等における必要な医療資器材や増床の

余地に関して調査を行つた上、十分な量を確保するよう、要請する。■畢基

響
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【検査体制の整備】

・ 新型インフルエンザに対する迅速診断喜感長挨会キットの開発を促進する。
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【抗インフルエンザウイルス薬の科学的知見の収集・分析】

・          抗インフルエンザウイルス薬の効果や薬剤耐性につい

ての研究や情報収集を行う。

…

【抗イン2′レ平ンザウイルス薬の備蓄】

・ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の45%に 相

当する量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を推進する。姜厚

-・ 新たな拝響械突羹事中■る抗インフルエンザウイルス薬について寿、情報収集

止・●―
行い、全体の備蓄割合を検討する。■厚基井働暮■

・ 在外公館における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を進める。楽丼幕等■

)γ―θ ttt段階 未労生期

【抗インフルエンザウイルス業の流通体制の整備】

・ 抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認 し、新型インフルエンザ発生

時に円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関暴企業再診療基暴

暑毛築洋■や薬局、医薬品卸売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の

適正流通を指導する。■禰軽導昇準年■
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【研究開発青製曜■鋼耀劉

(バ ンデミックワクチン)

・ 新型インフルエンザ発生後、ウイルス株が同定されてから6か月以内に全国

民分のパンデミックワクチンを製造することを目指し、細胞培養法など新し

いワクチン製造法や、経鼻粘膜ワクチン等の投与方法等の研究・開発を促進

するとともに、生産ラインの整備を推進する。■厚峯井働暮■

【ワクチン確保・供給体静1】

(プ レバンデミックワクチン)

バンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、それまで

の間の対応として、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者に対し、感染

睡 井策の一つとして、プレパンデミックワクチンの接種を行うこととし、

その原液の製造・備蓄を進める。■畢基券働暮■
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| ウイルスの遺伝子構造の変異等に伴い、新しい分離ウイルス株の入手

状況に応してワクチン製造用候補株の見直しを逐次検討し、その結果

に即して製造を行うとともに、プレパンデミックワクチン製造に必要

な新しい分離ウイルス株の弱毒化やこれに関連する品質管理等を国内

で実施する体制の充実を図る。

レγ一θ 油段階 為 解 勁

(バ ンデミックワクチン)

細胞培養二等による製造体制が整備されるまでの間、鶏卵によるパンデミッ

クワクチンの製造体制において可能な限 りの生産能力の向上を図る。■畢墓

響

バンデミックワクチンの審査のあり方について検討を行う。
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【接種体制の構築】

(ブ レパンデミツク7ク テン)

・ プレパンデミックワクチンの接種の対象となる医療従事者及び社会機能の

維持に関わる者の具体的な範囲や接種順位を策定する。基厚基事難輌晏畢聾係

毎

・ 発生時にブレバンデミックワクチンを速やかに接種する体飾1を構築するJ_

(′ ンヽ:デミックワクチン)_

1 傘国民に対し速やかにィヽンデミックワクチンを接理■能な体御1を構築する9

,■ 7A●蕃そ葉由‐島な機種を行う||=tlを基本■|し二::::
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【情報提供】                       .

・ 新型インフルエンザ対策におけるワクチンの役割|や 、供給体制・接種体制と

い,た基本蜘な情報について情報提供を行い、国民の理解促進を図る,

【プレバンデミックワクチンの事前接種】

・ プレパンデミックワクチンの有効性・安全性に関する臨床研究等を実施し、

得られた結果の評価等に基づき、医療従事者及び社会機能の維持に関わる者

に対し、プレパンデミックワクチンを新型インフルエンザの発生前に接種す

ることについて検討を行う。さらに、安全性等の評価を踏まえ、プレパンデ

ミックワクチンの接種を段階的に拡大していくことついても検討を行う。

…
・ 事前接種の検討鎮果を踏まえ、道切に対応する。

レ7-`' 議段階

Iガイドラインに1よ 、以下の内容等について、あり具体的1「 記載する】

07ク チン確保 I供給体市1の構築について

○ワクチンの確保

・国内産ワクチンの確保に向けた事前準備について

.輸入ワクテンの確保に向けた事前準備について

未発‐十期

Qワクテン流聾郵本記の構禁

0減種体制の難築1,pい【

○接種対象者の優先順位及びその選定方法への事前準備

O接種の実施へ向けた事前準備

【事業継続計画の策定促進】

・ 事業者に対し、新型インフルエンザの発生に備え、職場における感染予墜勝

■策や、事業継続に不可欠な重要業務鵜 全の重点lLに ついて計画を策定

する等十分な事前の準備を行うよう要請し、実施を確認する。特に社会機能

の維持に関わる事業者による事業継続計画の策定を支援する。■嬰係等暮■

【社会的弱者笠への基幕支援】

・ 市区町村に対し、第二段階の
―

地域発生期における住民の生活菜援や在

宅の高齢者、障害者等の社会的弱者への基岳支援 (見回り、介護、訪問看護、

訪間診療、食事提供等)、 搬送、死亡時の対応等について、対象世帯の把握

とともにその具体的手続三を決めておく挨尋李るよう要請する。■纂墓券働

等

【火葬能力等の把握】

・ 都道府県に対し、市区町村と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を

安置できる施設等についての把握・検討を行い、計画を立て→ておくよう要

請する。■畢峯募働暮■
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【政府の体制強化】

・ 海外において新型インフルエンザが発生した疑いがある場合には、内閣危機

管理監が関係省庁と緊急協議を行い、内閣総理大臣に報告するとともに、速

やかに

寿 関係雀庄対策会議を開催し、情報の集約・共有・分析を行うとともに、

慕舟の初動対処方針について協議・決定する。■再霧暮嘉〒会暮年■

。wHOが フェーズ 4の 宣言を行つた場合には、内閣総理大臣及び全ての国務

大臣からなる工繰聖手婆手井二¥曇籍築奉諄鋼堕』墜」菫杢」l止這2置 し、諮問

委員会を開催繹 する。碁ゃ政府対策本部は諮問委員会の意見を踏まえ、基

IIn入 国者対策 i Ft外邦人東憬蝶 等の初動の基本飽対処方針について協議・

決定する。■再閣幕昇守会碁痒■

・ wHoが フェーズ4の宣言を行つていない場合であつても、海外において新

型インフルエンザが発生した疑いが強く、政府としての対策を総合的かつ強

力に推進する必要があると判断される場合には、必要に応じ、内閣総理大臣

が主宰し、全ての国務大臣が出席する「新型インフルエンザ対策関係閣僚会

議」(以下「関係闇僚会議」という。)を開催し、基際入国者対策・在外邦人

支援蝶 等の初動の基本的対処方針について協議・決定する。■森悪暮寡守

lvI■
IJI第

||1韓 1晴 |||1外
‐1年期

―

.:‐ ‐‐‐‐‐‐| ‐|‐  |||‐   ‐
||

予想される状:況

O海外で新型インフルエンザが発生した状態。

0国内で1ま患煮嬌発生していない。

○海外における状況は、発生国・地域が限定的な場合や、流行が複数の国・地

域に拡大している場合等、様々である。

対策|の
:目

標

1書)国内発生に備えて体制の整備を行う。

2)国 内発生の遅延と国内発生の早期発見に努める(

対策の考え方

○新たに発生したウイルスの病原性や感染力等について十分な情報がない可

能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高い場合にも対応できるよ

う、強力な措置をとる。

Ω対策畔 1断 11役立:て るため、国際輸な連携のIで、海夕1での発生林滉,ウイ

ルスの特徴笠11関する1菫極的な情報収集を行う,

O国内発生した場合には早期に発見できるよう国内のサーベイランス・情報収

集体制を強化する。

O海外での発生状況にっいて注意喚起するとともJ二.国内発生に備え、国内発

生した場合の対策!二 ついて的確な情報提供を行い、地方自治体、事業者、国

民L婆五を但主 _̈

O検疫等により、国内発生をできるだけ遅らせるよう努め、その間に、医療機

関等への情報提供、検査体制の整備、診療体制の確立、社会機能維持のため

の準備、プレバンデミックワクチンの製剤化・接種、アヽンデミックワクチン

の製造開始等、国内発生|二 備えた体鮨J難備を急ぐ,

|
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―

【国際間の連携】

・ ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の開発等に関する国際的な連携 `

協力体制を強化する。 (厚生労lbl省 )

・ 十国際機関又は発生国からの要請に応 じ、未発生期に編成した海外派遺専門

家チームの派遣を検討する。

・ 発生国に対しWHOが 行 う支援
―

への協力を行う。■尋4事丼際黒_丼

・ 国際的な連携強化を含む調査研究を強化する。

【国1際的|な情報収集】

・ 海外における新型インフルエンザ年の発生状況について、国際機関 (WHO、_

〇IE等)等を通じて必要な情報を収集するとともに、発生国からの情報収集

を強化する。事纂基勢働暮〒井務等〒美郭科学等■

> ウイルス株の舟轟一纂纂に関する情報

― 疫学椰 _玉戯 ,症911驚 、数 藩 )

> 墓靭塞義の晃墓治療法に関する憧報 (抗インフルエンザウイルス薬の有

効性笠,

【サーベイランス疑■義製親会美報■異手裏■半る半一べ4与姜異等】

一 引き続き、インフルエンザに関丼する通常のサーベイランス疑■墓判朝姿美

を実施する。

・ 半 纏 野 準 要 鶏 喜 鴫 基 脚 廼 葬 幡 繁 業 珊 議 桑 尋
曇 ぶ 率 尋 ■ 暴 ■

●

国内における新型インフルエンザ
患者を早期に発見 し、新型インフルエンザの特徴の分析を行うため、全ての

医師に新型インフルエンザ患者の届け出を求め、全数把握を開始する。

・新型インフルエンザ患者の臨床像を把握するため、入院患者の全数1巴握を開

始する。

・ 感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把

握を強化する。

1 入国者中の有症者l― 関する情報を解析し、推移を把握する。

【調査研究】

二』 型インフルI二ど力2之イルフ艶桂塁ゝ 垂した段階で、国民の各年齢層等にお

ける抗体の保有状況の調査を行うなど、対策|二 必要な調査研究と分析を逮や

かに行い、その成果を対策に反映させる。

1鰈跛緻眩妙隆秒妙妙赳隧跛靡⑮⑮蠍曇鰺痣跛妙跛はN~~~T~~~~~~―
―――一――一―――――――――一

げ―ノ 〃 力な 落″(発チ〃

・54
‐55



lイ ー/ 第一段1浩 海外発生翔

【情報提供】

・ 国民に対して、海外での発生状況や現在の対策、国内発生した場合E必要と

なる対策等を、対策の決定ブロセスや、対策の理由、対策の実施主体を明確

l■しながら、テレビ、新聞等のア不メデイアの活用を基本としつp、 関係省

慮:Q杢=ム
ペIジ等の凛数の蝶体 i機関を活用し、詳細|三分かりやすく、で

きるB晨 り都棟に情報提供し、注意喚起を行う。

国民からコールセンター等に寄せられる問い合わせや地方自治体や関係機

関等から寄せられる情報の内容を踏まえて、国民や関係機関がどのような情

報盗必要上し

`い
るかを1巴 IFEし 、再鷹の情報提供l― 反映する.

【情報共有】

上 理豪奎翌鋼lAや関係機関能と0イ ンタIたツト等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を行う。

【相談暮畢コ
=ル

センターの設置】

・ m連童県il菫区寛中 に対し、Q&A等を配布した上、住民からの一

般的な問い合わせに対応できるコTルセンタ三客曇を奉幕異幕繰纏霧長設置

し、適切な情報提供を行うが等暮るよう要請する。■畢基勢働等■

・ 国民からの相談に応じるため、国のコールセンターを設置する。長導基募鴇

篠

【国内での臨 本鵬 の準薪釧

,国内における新型インフルエンザ患者の発生に備え、都道府県等に対し、以

下を要請する。

17-′  第一段階 海外発生期

> 患者への対応 (治 療・隔離)や患者の濃厚接触者等への対応 (外 出自粛

た 逮痺PIIか ら提供される本国煮等11関する情報を有効に溝用すること,

【渡航に関立塾注意喚起          等】

・ 新型インフルエンザの発生が疑われる場合には、WHOの フエニズ 4の宣言

前であつても、感染症危険情報を発出し、不要不急の渡航延期率暴避の専義

申 を勧告する。

一
・ wHoが フェーズ 4を宣言 した等、新型インフルエンザの発生が確認された

場合、感染症危険情報を発出し、渡航の延期を勧告する

・ 検疫所は、関係機関と協力して、海外への渡航者に対し、新型インフルエン

ザの発生状況や、個人がとるべき対応に関する情報提供及び注意喚起を行う。

・ 事業者に対し、発生国への出張を避けるよう要請する。

【■l― 入国者対策】

・ 海外において新型インフルエンザが発生した疑いがある場合には、関係省庁

対策会議又|よ 関係閣僚会議11よ り決定された初動の基本的対処方針に従い、

入回童菫董二を開始主L__

(検疫件糾の強化)

協
=

ル 検疫所において暮、金入回者11対 して航空 :船11全41等の協力を得なが

ら、入国後に発症した場合の留意事項を
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また、発生国からの入国者に対し、質問票の配付
'及

び診察К等を実施し

響 ヽ

一

獅離llや感染したおそれの高い煮の鮮鮮 等臭の持善を行

う。質豊墓等により得られた情報lよ、必要に応じて地方自治体|「 提供す

る。‐郎妻生等宴動4鱒L

L畢 基券働等幕〒濃厚接触者の停留を実施する場合には、厚生労働省

の要請に基づき関係省庁間で協議を行い、海外における発生状況、

航空機・船舶の運航状況等に応 じて、関係名詩塞銘踊脚襲黒■籍峯暑

集約化を図ることを検討

する。

■―航空機・船舶の長から、検疫所に対して発熱、咳など、健康状態に何ら

かの異状を呈 している者が乗つているとの到着前の通報があつた場合

には、機内又は船内における有症者対策 (有症者の隔離、有症者のマス

|ク ーノ 〃―‐設贈 %考然努宝翔

クの着用、有症者へ接触する者の限定客塞桑務長の特幕等)に ついて、

航空・船舶会社を通 じ、対応を指示する。睾編墜導舞聯畢■

> 発生国から第二国経由で入国する者に対し、航空・船舶会社等の協力を

得ながら、検疫法に基づく質問票の配付や旅券の出国証印の確認を実施

するなど、発生国での滞在の有無を把握 し、検疫の効果を高める。■厚

> 捻度の強1こ !「伴い、義事畢毎来義牛る犠墓機一船舶森与す率学畢井碁与

検疫所、地方自治体その他関

係機関碁の連携を確認一強化する。

> 検疫体糾の強化に伴い、検疫実施空港・港及びその周辺において必要に

応じた警戒活動等を行う。

(外 国人の入国制限)

。発生国の在外公館において査証発給を行う際、査証審査の厳格化や査証発給

の停止等の査証措置を行う。■丼義等■

(密入国者対策)

。発4個騨嶋墓罐事事聾海理裂叫要鐸群婆=盛染童の密△口 を防止するため、取

締機関相互の連携を強化するとともに、密入国者の中に感染者又は感染の疑

いのある者がいるとの情報を入手し、又は認めたときは、検疫所等との協力

を確保しつつ、必要な感染防止策を講じた上、所要の手続きをとる。■義務     ・

・ 発生国から到着する航空機・船舶に対する立入検査、すり抜けの防止対策、

出入国審査場や トランジットエリアのパ トロール等の監視取締りの強化を

イラう。一寺法尋募雀浜一桑舅察等二帯義毎義ョ保事睾痔→一

・ 感染者の密入国を防止するため、沿岸部及び海上におけるパ トロール等の警

戒活動を強化する。■善察卑守幕墓保姜暮■

(基際丼集入国者対策関係者の感染防止策)

・ 基際寿築入国者対策関係者について、プレパンデミックワクチンの接種のほ

'検疫法第 12条
Ⅲ検疫法第 13条

'1検疫法第 14条第 1項第 1号
12検疫法第 14条第 1項第 2号
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